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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の前方に存在する小型電動車両の挙動を認識する車両挙動認識装置であって、
　演算処理装置と、前記自車両の前方を撮像する撮像装置とを備え、
　前記演算処理装置は、前記撮像装置により撮像された前記小型電動車両の撮像画像にお
いて、前記小型電動車両のフェンダよりも上側部分における左側部分および右側部分のそ
れぞれの面積変化に基づいて前記小型電動車両が左または右に移動を開始したか否かを判
断する挙動判断部を有していることを特徴とする車両挙動認識装置。
【請求項２】
　前記挙動判断部は、前記撮像装置により撮像された前記小型電動車両の撮像画像におい
て、前記小型電動車両のフェンダよりも上側に位置する左右対称の形状を有する構成要素
における左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化、または前記小型電動車両のフェ
ンダよりも上側における左右対称の位置に配置された一対の構成要素のそれぞれの面積変
化に基づいて前記小型電動車両が左または右に移動を開始したか否かを判断することを特
徴とする請求項１に記載の車両挙動認識装置。
【請求項３】
　前記小型電動車両のフェンダよりも上側に位置する左右対称の形状を有する前記構成要
素は前記小型電動車両のシート、ハンドルまたは荷籠であることを特徴とする請求項２に
記載の車両挙動認識装置。
【請求項４】
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　前記小型電動車両のフェンダよりも上側における左右対称の位置に配置された前記一対
の構成要素は前記小型電動車両の一対のアームレスト、一対のハンドルグリップまたは一
対のバックミラーであることを特徴とする請求項２に記載の車両挙動認識装置。
【請求項５】
　前記演算処理装置は、前記撮像装置により撮像された前記自車両の前方に存在する前記
小型電動車両の撮像画像に基づいて前記小型電動車両の向きが前記自車両の向きと同じか
逆かを判断する向き判断部をさらに有していることを特徴とする請求項１ないし４のいず
れかに記載の車両挙動認識装置。
【請求項６】
　前記演算処理装置は、前記撮像装置により撮像された撮像画像に基づいて前記小型電動
車両が前記自車両の前方における左側に位置しているか右側に位置しているかを判断する
位置判断部をさらに有していることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の車
両挙動認識装置。
【請求項７】
　前記演算処理装置は、前記自車両の前方の所定距離範囲内に小型電動車両が存在するか
否かを判断する存在判断部をさらに備え、
　前記所定距離は、前記自車両が安全に停止することができる距離に設定されていること
を特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載の車両挙動認識装置。
【請求項８】
　前記自車両は自動運転車両であることを特徴とする請求項１ないし７のいずれかに記載
の車両挙動認識装置。
【請求項９】
　自車両の運転を支援する運転支援装置であって、
　前記自車両の前方の所定距離範囲内に存在する小型電動車両が前記自車両の走行してい
る道路の中央側に移動を開始したか否かを認識する車両挙動認識装置と、
　前記自車両の前方の前記所定距離範囲内に存在する前記小型電動車両が前記自車両の走
行している道路の中央側に移動を開始したことを前記車両挙動認識装置が認識したときに
警報を発する警報装置とを備え、
　前記車両挙動認識装置は、
　演算処理装置と、
　前記自車両の前方を撮像する撮像装置とを備え、
　前記演算処理装置は、
　前記自車両の前方の前記所定距離範囲内に前記小型電動車両が存在するか否かを判断す
る存在判断部と、
　前記撮像装置により撮像された前記小型電動車両の撮像画像に基づいて前記小型電動車
両の向きが前記自車両の向きと同じか逆かを判断する向き判断部と、
　前記撮像装置により撮像された撮像画像に基づいて前記小型電動車両が前記自車両の前
方における左側に位置しているか右側に位置しているかを判断する位置判断部と、
　前記撮像装置により撮像された前記小型電動車両の撮像画像において、前記小型電動車
両のフェンダよりも上側部分における左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化に基
づいて前記小型電動車両が左または右に移動を開始したか否かを判断する挙動判断部とを
有していることを特徴とする運転支援装置。
【請求項１０】
　自車両の運転を支援する運転支援装置であって、
　前記自車両の前方の所定距離範囲内に存在する小型電動車両が前記自車両の走行してい
る道路の中央側に移動を開始したか否かを認識する車両挙動認識装置と、
　前記自車両の前方の前記所定距離範囲内に存在する前記小型電動車両が前記自車両の走
行している道路の中央側に移動を開始したことを前記車両挙動認識装置が認識したときに
前記自車両を減速させ、または停止させる走行制御装置とを備え、
　前記車両挙動認識装置は、
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　演算処理装置と、
　前記自車両の前方を撮像する撮像装置とを備え、
　前記演算処理装置は、
　前記自車両の前方の前記所定距離範囲内に前記小型電動車両が存在するか否かを判断す
る存在判断部と、
　前記撮像装置により撮像された前記小型電動車両の撮像画像に基づいて前記小型電動車
両の向きが前記自車両の向きと同じか逆かを判断する向き判断部と、
　前記撮像装置により撮像された撮像画像に基づいて前記小型電動車両が前記自車両の前
方における左側に位置しているか右側に位置しているかを判断する位置判断部と、
　前記撮像装置により撮像された前記小型電動車両の撮像画像において、前記小型電動車
両のフェンダよりも上側部分における左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化に基
づいて前記小型電動車両が左または右に移動を開始したか否かを判断する挙動判断部とを
有していることを特徴とする運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小型電動車両の挙動を認識する車両挙動認識装置、および当該車両挙動認識
装置を備えた運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、自車両の前方の物体を検出し、自車両の前方に物体が存在する場合には、自車両
の運転者に警報を発し、または自車両を自動的に減速または停止させる運転支援を行う装
置の開発が進められている。
【０００３】
　また、自車両の前方の物体を検出する方法として、カメラ等の撮像装置を用いて自車両
の前方を撮像し、それにより得られた撮像画像に基づいて自車両の前方の物体を認識する
方法がある。例えば、下記の特許文献１には、道路をテレビカメラで撮影し、それにより
得られた濃淡画像に基づいて、道路上を走行する車両を認識する手法が記載されている。
【０００４】
　一方、主に高齢者や身体障害者が利用する移動手段として、電動車いす、電動カート等
の小型電動車両が普及している。高齢者の増加に伴い、小型電動車両の普及が今後さらに
拡大することが考えられる。小型電動車両の普及の拡大により、市街地や田舎道等を走行
する小型電動車両の数が増加することが予想される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－２９８５９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　市街地や田舎道等を走行する小型電動車両の数が増加することを考慮すると、自車両と
小型電動車両との接触や急接近を防止するための運転支援が求められる。このような運転
支援を実現するためには、自車両の前方に存在する小型電動車両の挙動を撮像装置等によ
り認識することが必要である。
【０００７】
　小型電動車両は、ルーフを備えたセダン等の通常の自動四輪車と比較すると、シートお
よびハンドルがいずれも車両の左右方向中央に配置され、これらがいずれも左右対称の形
状を有しているという特徴や、一対のアームレストが車両の左右対称の位置に配置されて
いるといった特徴、これらシートやハンドル等が外部に露出しているといった特徴を有し
ている。このような小型電動車両の特徴を利用して、自車両の前方に存在する小型電動車
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両の挙動認識の簡易化および高精度化を図ることが望まれる。
【０００８】
　本発明は例えば上述したような要請に鑑みなされたものであり、本発明の目的は、小型
電動車両の挙動を簡易かつ高精度に認識することができる車両挙動認識装置および運転支
援装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の車両挙動認識装置は、自車両の前方に存在する小
型電動車両の挙動を認識する車両挙動認識装置であって、演算処理装置と、前記自車両の
前方を撮像する撮像装置とを備え、前記演算処理装置は、前記撮像装置により撮像された
前記小型電動車両の撮像画像において、前記小型電動車両のフェンダよりも上側部分にお
ける左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化に基づいて前記小型電動車両が左また
は右に移動を開始したか否かを判断する挙動判断部を有していることを特徴とする。
【００１０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の第１の運転支援装置は、自車両の運転を支
援する運転支援装置であって、前記自車両の前方の所定距離範囲内に存在する小型電動車
両が前記自車両の走行している道路の中央側に移動を開始したか否かを認識する車両挙動
認識装置と、前記自車両の前方の前記所定距離範囲内に存在する前記小型電動車両が前記
自車両の走行している道路の中央側に移動を開始したことを前記車両挙動認識装置が認識
したときに警報を発する警報装置とを備え、前記車両挙動認識装置は、演算処理装置と、
前記自車両の前方を撮像する撮像装置とを備え、前記演算処理装置は、前記自車両の前方
の前記所定距離範囲内に前記小型電動車両が存在するか否かを判断する存在判断部と、前
記撮像装置により撮像された前記小型電動車両の撮像画像に基づいて前記小型電動車両の
向きが前記自車両の向きと同じか逆かを判断する向き判断部と、前記撮像装置により撮像
された撮像画像に基づいて前記小型電動車両が前記自車両の前方における左側に位置して
いるか右側に位置しているかを判断する位置判断部と、前記撮像装置により撮像された前
記小型電動車両の撮像画像において、前記小型電動車両のフェンダよりも上側部分におけ
る左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化に基づいて前記小型電動車両が左または
右に移動を開始したか否かを判断する挙動判断部とを有していることを特徴とする。
【００１１】
　また、上記課題を解決するために、本発明の第２の運転支援装置は、自車両の運転を支
援する運転支援装置であって、前記自車両の前方の所定距離範囲内に存在する小型電動車
両が前記自車両の走行している道路の中央側に移動を開始したか否かを認識する車両挙動
認識装置と、前記自車両の前方の前記所定距離範囲内に存在する前記小型電動車両が前記
自車両の走行している道路の中央側に移動を開始したことを前記車両挙動認識装置が認識
したときに前記自車両を減速させ、または停止させる走行制御装置とを備え、前記車両挙
動認識装置は、演算処理装置と、前記自車両の前方を撮像する撮像装置とを備え、前記演
算処理装置は、前記自車両の前方の前記所定距離範囲内に前記小型電動車両が存在するか
否かを判断する存在判断部と、前記撮像装置により撮像された前記小型電動車両の撮像画
像に基づいて前記小型電動車両の向きが前記自車両の向きと同じか逆かを判断する向き判
断部と、前記撮像装置により撮像された撮像画像に基づいて前記小型電動車両が前記自車
両の前方における左側に位置しているか右側に位置しているかを判断する位置判断部と、
前記撮像装置により撮像された前記小型電動車両の撮像画像において、前記小型電動車両
のフェンダよりも上側部分における左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化に基づ
いて前記小型電動車両が左または右に移動を開始したか否かを判断する挙動判断部とを有
していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の車両挙動認識装置によれば、小型電動車両の挙動を簡易かつ高精度に認識する
ことができる。また、本発明の運転支援装置によれば、小型電動車両の挙動を簡易かつ高
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精度に認識し、その認識結果に応じ、自車両の運転を的確に支援することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例の運転支援装置が設けられた自車両、および自車両の前方に存在
し、自車両の向きと逆向きの小型電動車両を示す説明図である。
【図２】本発明の実施例の運転支援装置が設けられた自車両、および自車両の前方に存在
し、自車両の向きと同じ向きの小型電動車両を示す説明図である。
【図３】本発明の実施例の運転支援装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施例の運転支援装置による運転支援処理を示すフローチャートである
。
【図５】小型電動車両の斜視図である。
【図６】小型電動車両の正面図である。
【図７】小型電動車両の背面図である。
【図８】小型電動車両の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態の車両挙動認識装置は、自車両の前方に存在する小型電動車両の挙動
を認識する装置である。この車両挙動認識装置は、演算処理装置と、自車両の前方を撮像
する撮像装置とを備えている。そして、前記演算処理装置は向き判断部および挙動判断部
を有している。
【００１５】
　向き判断部は、撮像装置により撮像された自車両の前方に存在する小型電動車両の撮像
画像に基づいて小型電動車両の向きが自車両の向きと同じか逆かを判断する。なお、車両
の向きとは、車両の前部が向いている方向を意味し、車両が進行（前進）している場合に
はその進行方向を意味する。
【００１６】
　挙動判断部は、撮像装置により撮像された小型電動車両の撮像画像において、小型電動
車両のフェンダよりも上側部分における左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化に
基づいて小型電動車両が左または右に移動を開始したか否かを判断する。
【００１７】
　本発明の実施形態の車両挙動認識装置が自車両の前方に存在する小型電動車両の挙動を
認識する原理は次の通りである。
【００１８】
　すなわち、自車両の前方において自車両の向きと逆向きに走行または停止している小型
電動車両を、自車両に設けられた撮像装置により撮像している間に、小型電動車両が自車
両から見て右に移動を開始したとき、撮像画像における小型電動車両は、自車両から見て
、その右側部分の面積が左側部分の面積よりも小さくなるように変化する。また、自車両
の前方において自車両の向きと逆向きに走行または停止している小型電動車両を前記撮像
装置により撮像している間に、小型電動車両が自車両から見て左に移動を開始したとき、
撮像画像における小型電動車両は、自車両から見て、その右側部分の面積が左側部分の面
積よりも大きくなるように変化する。また、自車両の前方において自車両と同方向に走行
または停止している小型電動車両を前記撮像装置により撮像している間に、小型電動車両
が自車両から見て右に移動を開始したとき、撮像画像における小型電動車両は、自車両か
ら見て、その左側部分の面積が右側部分の面積よりも小さくなるように変化する。また、
自車両の前方において自車両と同方向に走行または停止している小型電動車両を前記撮像
装置により撮像している間に、小型電動車両が自車両から見て左に移動を開始したとき、
撮像画像における小型電動車両は、自車両から見て、その左側部分の面積が右側部分の面
積よりも大きくなるように変化する。したがって、自車両の前方において走行または停止
している小型電動車両の向きが自車両の向きと同じか逆かを認識し、かつ、撮像装置によ
り撮像された小型電動車両の撮像画像において、小型電動車両の左側部分および右側部分
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のそれぞれの面積の変化を認識することにより、自車両の前方に存在する小型電動車両が
左または右に移動を開始したことを認識することができる。
【００１９】
　また、自車両の前方に存在する小型電動車両が左または右に移動を開始したか否かの認
識は、小型電動車両の構成要素のうち、左右対称の形状を有する構成要素における左側部
分および右側部分のそれぞれの面積変化、または左右対称の位置に配置された一対の構成
要素のそれぞれの面積変化に基づいて容易かつ高精度に行うことができる。
【００２０】
　ここで、小型電動車両は次のような特徴を有している。すなわち、小型電動車両のシー
トおよびハンドルは、車両の左右方向中央に配置されており、左右対称の形状を有してい
る。また、多くの小型電動車両は、ハンドルの前側に、左右対称の形状を有する荷籠を有
している。このように、多くの小型電動車両は、左右対称の形状を有する構成要素として
、シート、ハンドルおよび荷籠を有している。また、小型電動車両のシートには一対のア
ームレストが設けられている。一対のアームレストは、互いに左右対称の形状を有し、左
右対称の位置に配置されている。また、多くの小型電動車両は一対のハンドルグリップを
有し、また、多くの小型電動車両は一対のバックミラーを有している。一対のハンドルグ
リップも互いに左右対称の形状を有し、左右対称の位置に配置されており、一対のバック
ミラーも互いに左右対称の形状を有し、左右対称の位置に配置されている。このように、
多くの小型電動車両は、左右対称の位置に配置された一対の構成要素として、一対のアー
ムレスト、一対のハンドグリップおよび一対のバックミラーを有している。また、小型電
動車両において、これらの構成要素はフェンダよりも上側部分に配置されている。また、
これらの構成要素はいずれも外部に露出しており、撮像装置により撮像し易い状態にある
。
【００２１】
　小型電動車両がこのような特徴を有しているので、自車両の前方に存在する小型電動車
両が左または右に移動を開始したことの認識は、撮像装置により撮像された小型電動車両
の撮像画像において、小型電動車両のフェンダよりも上側部分における左側部分および右
側部分のそれぞれの面積変化に基づいて容易かつ高精度に行うことができる。
【００２２】
　このように、本発明の実施形態の車両挙動認識装置によれば、小型電動車両の特徴を利
用して、自車両の前方に存在する小型電動車両の挙動を容易かつ高精度に認識することが
できる。
【００２３】
　また、本発明の実施形態の運転支援装置は、自車両の運転を支援する運転支援装置であ
って、自車両の前方の所定距離範囲内に存在する小型電動車両が自車両の走行している道
路の中央側に移動を開始したか否かを認識する車両挙動認識装置と、自車両の前方の所定
距離範囲内に存在する小型電動車両が自車両の走行している道路の中央側に移動を開始し
たことを車両挙動認識装置が認識したときに警報を発する警報装置とを備えている。この
車両挙動認識装置は、演算処理装置と、自車両の前方を撮像する撮像装置とを備えている
。さらに、この車両挙動認識装置の演算処理装置は、存在判断部、向き判断部、位置判断
部および挙動判断部を有している。存在判断部は、自車両の前方の所定距離範囲内に小型
電動車両が存在するか否かを判断する。向き判断部は、撮像装置により撮像された小型電
動車両の撮像画像に基づいて小型電動車両の向きが自車両の向きと同じか逆かを判断する
。位置判断部は、撮像装置により撮像された撮像画像に基づいて小型電動車両が自車両の
前方における左側に位置しているか右側に位置しているかを判断する。挙動判断部は、撮
像装置により撮像された小型電動車両の撮像画像において、小型電動車両のフェンダより
も上側部分における左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化に基づいて小型電動車
両が左または右に移動を開始したか否かを判断する。
【００２４】
　本発明の実施形態の運転支援装置によれば、自車両の前方の所定距離範囲内に存在する
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小型電動車両が、例えば自車両が走行している道路の左端側から中央側へ移動を開始した
こと、または道路の右端側から中央側へ移動を開始したことを容易かつ高精度に認識する
ことができる。そして、このような認識結果が得られた場合には、警報を発することによ
り、自車両と小型電動車両との接触または急接近の危険性が高まっていることを自車両の
運転者に知らせることができる。
【００２５】
　また、本発明の実施形態の上記運転支援装置において、警報装置に代えまたは加え、自
車両の前方の所定距離範囲内に存在する小型電動車両が自車両の走行している道路の中央
側に移動を開始したことを車両挙動認識装置が認識したときに自車両を減速させ、または
停止させる走行制御装置を備える構成としてもよい。
【００２６】
　この運転支援装置によれば、自車両の前方の所定距離範囲内に存在する小型電動車両が
、例えば自車両が走行している道路の左端側から中央側へ移動を開始したこと、または道
路の右端側から中央側へ移動を開始したことを容易かつ高精度に認識することができ、こ
の認識結果に応じて、自車両を減速または停止させることにより、自車両と小型電動車両
との接触または急接近を確実に防止することができる。
【実施例】
【００２７】
　図１および図２は、道路１上を走行している自車両２と、道路１上において自車両２の
前方に存在する小型電動車両３を示している。自車両２には本発明の実施例の運転支援装
置１１（図３参照）が設けられている。運転支援装置１１は、図１または図２に示すよう
に、自車両２の前方に存在する小型電動車両３の挙動を認識し、その認識結果に基づいて
自車両２の運転者の運転を支援し、または自車両２の走行を制御する装置である。
【００２８】
　自車両２は手動運転車両でもよいし、自動運転車両でもよい。ここでいう手動運転車両
とは自動運転のレベルが０の車両であり、自動運転車両とは自動運転のレベルが１以上の
車両である。運転支援装置１１を手動運転車両である自車両２に適用した場合には、運転
支援装置１１により、自車両２の前方に存在する小型電動車両３の挙動の認識結果に基づ
き、自車両２と小型電動車両３との接触または急接近の危険性が高まったことを自車両２
の運転者に知らせることができる。また、運転支援装置１１を自動運転車両である自車両
２に適用した場合には、運転支援装置１１により、自車両２の前方に存在する小型電動車
両３の挙動の認識結果に基づき、自車両２と小型電動車両３との接触または急接近が回避
されるように自車両２の走行を制御することができる。また、図中の自車両２は自動四輪
車であるが、自車両は、自動二輪車や自動三輪車等の鞍乗型車両でもよい。
【００２９】
　小型電動車両３は、運転支援装置１１（具体的には後述する車両挙動認識装置１２）の
認識対象の一例であり、電動車いすまたは電動カートと呼ばれる車両である。なお、運転
支援装置１１の認識対象である小型電動車両は電動車いすおよび電動カートに限らない。
運転支援装置１１の認識対象である小型電動車両には、走行の動力源として電動の原動機
を有し、車輪の数が３つまたは４つであり、シートが単座式であり、乗員定数が一人であ
り、かつ車両の幅が大きくても１ｍ程度の種々の車両が含まれる。また、縦方向に一列に
配置された２つまたは３つのシートを有する二人乗りまたは三人乗りの三輪または四輪の
電動車両も、運転支援装置１１の認識対象である小型電動車両に含まれる。また、図中の
小型電動車両３はキャノピーを有していないが、キャノピーを有する電動車いすまたは電
動カートも、運転支援装置１１の認識対象である小型電動車両に含まれる。また、電動車
いすまたは電動カートの最高速度は一般的に時速６ｋｍ未満であるが、最高速度が時速１
５ｋｍ程度（徐行速度より少し速いレベル）である車両であっても、上記条件を満たす場
合には運転支援装置１１の認識対象である小型電動車両に含まれる。
【００３０】
　運転支援装置１１（具体的には車両挙動認識装置１２）は、小型電動車両３の構成要素
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の形状や位置に基づいて小型電動車両３の挙動を認識する。そこで、運転支援装置１１の
詳細な説明に入る前に、小型電動車両３の構成要素について説明する。図５ないし図８は
、図１または図２中の小型電動車両３の詳細を示している。詳しくは、図５は小型電動車
両３の斜視図であり、図６は小型電動車両３の正面図であり、図７は小型電動車両３の背
面図であり、図８は小型電動車両３の平面図である。なお、図１、図２、図６、図７およ
び図８では、小型電動車両３の運転者４を二点鎖線で模式的に示している。
【００３１】
　図５に示すように、小型電動車両３は、ボディ３１、操舵輪としての一対の前輪３２、
および駆動輪としての一対の後輪３３を有している。一対の前輪３２は、ボディ３１の前
部の左側および右側にそれぞれ配置されている。一対の後輪３３は、ボディ３１の後部の
左側および右側にそれぞれ配置されている。また、図７に示すように、ボディ３１の後部
の下側には、後輪３３を駆動する駆動源としてモータ３４が設けられている。また、図６
に示すように、ボディ３１の前部には左右一対のフロントフェンダ３５が設けられ、図７
に示すように、ボディ３１の後部には左右一対のリアフェンダ３６が設けられている。各
フロントフェンダ３５は、前輪３２の上側であって前輪３２に接近した位置に配置されて
いる。また、各リアフェンダ３６は、後輪３３の上側であって後輪３３に接近した位置に
配置されている。
【００３２】
　また、図６に示すように、ボディ３１の前面の左右方向中央にはヘッドライト３７が設
けられている。また、図７に示すように、小型電動車両３は一対のウインカランプ３８を
有している。一対のウインカランプ３８は、ボディ３１の後部の左角部および右角部にそ
れぞれ配置されている。また、ボディ３１の後面の左部および右部には反射板３９がそれ
ぞれ設けられている。
【００３３】
　また、図５に示すように、ボディ３１の前部の左右方向中央にはフロントフレーム４０
が設けられている。フロントフレーム４０はボディ３１から上方へ伸長している。また、
フロントフレーム４０の上端部には操作ボックス４１が設けられている。操作ボックス４
１は、小型電動車両３の前上部の左右方向中央に配置されている。操作ボックス４１には
、図８に示すように、アクセルレバー４２およびブレーキレバー４３が設けられている。
また、図示を省略するが、操作ボックス４１には、前後進切替スイッチやウインカスイッ
チ、表示器等が設けられている。
【００３４】
　また、フロントフレーム４０の上端部にはハンドル４４が設けられている。ハンドル４
４は、図８に示すように、左右対称の形状を有しており、小型電動車両３の前上部の左右
方向中央に配置されている。また、ハンドル４４の両端部にはハンドルグリップ４５がそ
れぞれ設けられている。これらハンドルグリップ４５は互いに左右対称の形状を有し、小
型電動車両３の左右方向中央を基準に左右対称の位置に配置されている。また、小型電動
車両３は一対のバックミラー４６を有している。これらバックミラー４６は、図６に示す
ように、互いに左右対称の形状を有し、小型電動車両３の前上部において、小型電動車両
３の左右方向中央を基準に左右対称の位置に配置されている。また、フロントフレーム４
０には荷籠４７が取り付けられている。荷籠４７は、左右対称の形状を有し、小型電動車
両３の前部上側の左右方向中央に配置されている。
【００３５】
　また、図５に示すように、ボディ３１の後部上側には、小型電動車両３の運転者が着座
するシート４８が設けられている。シート４８は、座部４９、背もたれ部５０および一対
のアームレスト５１を有している。図７または図８に示すように、座部４９および背もた
れ部５０はそれぞれ左右対称の形状を有し、小型電動車両３の左右方向中央に配置されて
いる。一対のアームレスト５１は、互いに左右対称の形状を有し、小型電動車両３の後上
部において、小型電動車両３の左右方向中央を基準に左右対称の位置に配置されている。
また、図５に示すように、ボディ３１の前後方向略中央部には、シート４８に着座した運
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転者４が足を置くステップ５２が設けられている。
【００３６】
　図３は本発明の実施例の運転支援装置１１の構成を示している。図３に示すように、自
車両２が自動運転車両である場合には、運転支援装置１１は車両挙動認識装置１２、警報
装置２５および走行制御装置２７を備えている。また、自車両２が手動運転車両である場
合には、運転支援装置１１は車両挙動認識装置１２および警報装置２５を備えている。
【００３７】
　車両挙動認識装置１２は、自車両２の前方に存在する小型電動車両３の挙動を認識する
装置である。車両挙動認識装置１２は、自車両２の前方の所定距離範囲内に存在する小型
電動車両３が自車両の走行している道路１の中央側に移動を開始したか否かを判断するこ
とができる。
【００３８】
　車両挙動認識装置１２は、演算処理装置１３、記憶装置２１および撮像装置２３を備え
ている。演算処理装置１３は、例えば、電子制御ユニット（ＥＣＵ）、中央演算処理装置
（ＣＰＵ）またはマイクロプロセッサ（ＭＰＵ）等である。記憶装置２１は例えば半導体
記憶素子等である。演算処理装置１３および記憶装置２１は自車両２に取り付けられてい
る。撮像装置２３は、自車両２の前方を撮像する装置であり、例えばビデオカメラまたは
スチルカメラである。撮像装置２３は、例えば自車両２の前部または上部に取り付けられ
ている。本実施例における自車両２では、図１または図２に示すように、撮像装置２３は
自車両２の運転室内における前上部の左右方向中央に取り付けられている。
【００３９】
　また、演算処理装置１３は、例えば記憶装置２１に記憶されたプログラムを読み込んで
実行することにより、存在判断部１４、向き判断部１５、位置判断部１６および挙動判断
部１７として機能する。存在判断部１４は、自車両２の前方の所定距離範囲内に小型電動
車両３が存在するか否かを判断する。向き判断部１５は、小型電動車両３の向きが自車両
２の向きと同じか逆かを判断する。位置判断部１６は、小型電動車両３が自車両の前方に
おける左側に位置しているか右側に位置しているかを判断する。挙動判断部１７は、小型
電動車両３の挙動、具体的には、小型電動車両３が左または右に移動を開始したか否かを
判断する。
【００４０】
　警報装置２５は、自車両２の運転者に向けて警報を発する装置である。警報装置２５は
、自車両２の室内に設けられたスピーカを利用して警報を音で出力することができる。ま
た、警報装置２５は、自車両２の計器盤等に設けられたランプやディスプレイを利用して
警報を光や画面表示で出力することができる。
【００４１】
　走行制御装置２７は、自車両２が自動運転車両である場合に、自車両２の走行を制御す
る装置である。走行制御装置２７は、例えば自車両２に設けられた燃料噴射弁やスロット
ル装置を制御して自車両２のエンジン出力を制御することにより、または自車両２のブレ
ーキを制御することにより、自車両を自動的に減速させ、または停止させることができる
。
【００４２】
　図４は運転支援装置１１による運転支援処理を示している。運転支援処理は例えば自車
両２の走行中に実行される。また、運転支援処理の実行中、撮像装置２３が自車両２の前
方を常に撮像している。
【００４３】
　運転支援処理において、まず、存在判断部１４が、撮像装置２３により撮像された撮像
画像に基づいて、自車両２の前方の所定距離範囲内に小型電動車両３が存在するか否かを
判断する（図４中のステップＳ１）。この判断は例えば次のように行うことができる。す
なわち、自車両２の前方に存在する小型電動車両３と自車両２との間の距離と、当該小型
電動車両３を撮像装置２３で撮像することにより得られた撮像画像における小型電動車両
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３の縮小率（例えば小型電動車両３の実際の幅寸法と撮像画像中の幅寸法との比率）との
関係を予め測定して記憶装置２１に記憶しておく。この予め記憶された関係を用いて、実
際の撮像画像における小型電動車両３の縮小率から当該小型電動車両３と自車両２との間
の距離を特定する。そして、この特定した距離が上記所定距離範囲の閾値以下であるか否
かを判断する。
【００４４】
　上記所定距離範囲の閾値は、自車両２が安全に停止することができる距離に設定されて
いる。一般に、乾燥したアスファルトの道路上を時速４０ｋｍで走行している自動四輪車
が制動を開始してから停止するまでの距離は１７ｍである。また、乾燥したアスファルト
の道路上を時速６０ｋｍで走行している自動四輪車が制動を開始してから停止するまでの
距離は３２ｍである。これらのことを考慮すると、自車両２が安全に停止することができ
る距離は例えば４０ｍである。上記所定距離範囲の閾値は例えば４０ｍに設定されている
。
【００４５】
　存在判断部１４による判断の結果、自車両２の前方の所定距離範囲内に小型電動車両３
が存在する場合には（ステップＳ１：ＹＥＳ）、次に、向き判断部１５が、撮像装置２３
により撮像された小型電動車両３の撮像画像に基づいて、小型電動車両３の向きが自車両
２の向きと逆であるか同じであるかを判断する（ステップＳ２）。この判断は例えば次の
ように行うことができる。すなわち、小型電動車両３の向きが自車両２の向きと逆である
場合、撮像装置２３から得られた撮像画像には小型電動車両３の前面の画像が映る。した
がって、撮像装置２３により撮像された小型電動車両３の撮像画像から、小型電動車両３
の前面に配置された構成要素を認識することができた場合には、小型電動車両３の向きが
自車両２の向きと逆であると判断することができる。図６に示すように、小型電動車両３
の前面にはヘッドライト３７および荷籠４７が配置されている。向き判断部１５は、例え
ば、撮像装置２３により撮像された小型電動車両３の撮像画像から、小型電動車両３のヘ
ッドライト３７または荷籠４７を認識することができた場合には、小型電動車両３の向き
が自車両２の向きと逆であると判断する。一方、小型電動車両３の向きが自車両２の向き
と同じである場合、撮像装置２３から得られた撮像画像には小型電動車両３の後面の画像
が映る。したがって、撮像装置２３により撮像された小型電動車両３の撮像画像から、小
型電動車両３の後面に配置された構成要素を認識することができた場合には、小型電動車
両３の向きが自車両２の向きと同じであると判断することができる。図７に示すように、
小型電動車両３の後面には一対のウインカランプ３８および背もたれ部５０が配置されて
いる。向き判断部１５は、例えば、撮像装置２３により撮像された小型電動車両３の撮像
画像から、小型電動車両３の一対のウインカランプ３８または背もたれ部５０を認識する
ことができた場合には、小型電動車両３の向きが自車両２の向きと同じであると判断する
。
【００４６】
　向き判断部１５による判断の結果、小型電動車両３の向きが自車両２の向きと逆である
場合には、次に、位置判断部１６が、撮像装置２３により撮像された撮像画像に基づいて
、小型電動車両３が自車両２の前方における左側に位置しているか右側に位置しているか
を判断する（ステップＳ３）。この判断は、撮像装置２３から得られた自車両２の前方の
撮像画像における小型電動車両３の位置を認識することにより行うことができる。
【００４７】
　位置判断部１６による判断の結果、小型電動車両３が自車両２の前方における左側に位
置している場合には、次に、挙動判断部１７が、撮像装置２３により撮像された小型電動
車両３の撮像画像において、小型電動車両３のフェンダ３５、３６よりも上側に位置する
左右対称の形状を有する構成要素における左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化
、または小型電動車両３のフェンダ３５、３６よりも上側における左右対称の位置に配置
された一対の構成要素のそれぞれの面積変化に基づいて、小型電動車両３が自車両２から
見て右に移動を開始したか否かを判断する。具体的には、挙動判断部１７は、撮像装置２
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３により撮像された小型電動車両３の撮像画像において、自車両２から見て、小型電動車
両３のハンドル４４の右側部分の面積がハンドル４４の左側部分の面積よりも小さくなる
ように変化したか否かを判断する（ステップＳ４）。なお、ハンドル４４は、フェンダ３
５、３６よりも上側に位置する左右対称の形状を有する構成要素に当たる。
【００４８】
　自車両２の前方において自車両２の向きと逆向きに走行または停止している小型電動車
両３が自車両２から見て右に移動を開始した場合には、撮像装置２３により撮像された小
型電動車両３の撮像画像において、自車両２から見て小型電動車両３のハンドル４４の右
側部分の面積がハンドル４４の左側部分の面積よりも小さくなるように変化する。したが
って、自車両２から見て小型電動車両３のハンドル４４の右側部分の面積がハンドル４４
の左側部分の面積よりも小さくなるように変化したことに基づいて、小型電動車両３が自
車両２から見て右に移動を開始したことを認識することができる。
【００４９】
　撮像装置２３により撮像された小型電動車両３の撮像画像において、自車両２から見て
、ハンドル４４の右側部分の面積は、図６中の破線で囲った部分ＨＲに相当する部分の面
積であり、ハンドル４４の左側部分の面積は、図６中の破線で囲った部分ＨＬに相当する
部分の面積である。挙動判断部１７は、例えば、撮像装置２３により撮像された小型電動
車両３の撮像画像において、図６中の部分ＨＲに相当する部分の面積値から図６中の部分
ＨＬに相当する部分の面積値を引き、それにより今回得られた値と、今回と同じステップ
を経て前回得られた値とを比較する。その結果、今回得られた値が前回得られた値よりも
所定量以上減少した場合に、自車両２から見て小型電動車両３のハンドル４４の右側部分
の面積がハンドル４４の左側部分の面積よりも小さくなるように変化したと判断する。
【００５０】
　また、ステップＳ３における位置判断部１６による判断の結果、小型電動車両３が自車
両２の前方における右側に位置している場合には、挙動判断部１７が、撮像装置２３によ
り撮像された小型電動車両３の撮像画像において、小型電動車両３のフェンダ３５、３６
よりも上側に位置する左右対称の形状を有する構成要素における左側部分および右側部分
のそれぞれの面積変化、または小型電動車両３のフェンダ３５、３６よりも上側における
左右対称の位置に配置された一対の構成要素のそれぞれの面積変化に基づいて、小型電動
車両３が自車両２から見て左に移動を開始したか否かを判断する。具体的には、挙動判断
部１７は、撮像装置２３により撮像された小型電動車両３の撮像画像において、自車両２
から見て、小型電動車両３のハンドル４４の右側部分の面積がハンドル４４の左側部分の
面積よりも大きくなるように変化したか否かを判断する（ステップＳ５）。
【００５１】
　自車両２の前方において自車両２の向きと逆向きに走行または停止している小型電動車
両３が自車両２から見て左に移動を開始した場合には、撮像装置２３により撮像された小
型電動車両３の撮像画像において、自車両２から見て小型電動車両３のハンドル４４の右
側部分の面積がハンドル４４の左側部分の面積よりも大きくなるように変化する。したが
って、自車両２から見て小型電動車両３のハンドル４４の右側部分の面積がハンドル４４
の左側部分の面積よりも大きくなるように変化したことに基づいて、小型電動車両３が自
車両２から見て左に移動を開始したことを認識することができる。
【００５２】
　挙動判断部１７は、例えば、撮像装置２３により撮像された小型電動車両３の撮像画像
において、図６中の部分ＨＲに相当する部分の面積値から図６中の部分ＨＬに相当する部
分の面積値を引き、それにより今回得られた値と、今回と同じステップを経て前回得られ
た値とを比較する。その結果、今回得られた値が前回得られた値よりも所定量以上増加し
た場合に、自車両２から見て小型電動車両３のハンドル４４の右側部分の面積がハンドル
４４の左側部分の面積よりも大きくなるように変化したと判断する。
【００５３】
　一方、向き判断部１５による判断の結果、小型電動車両３の向きが自車両２の向きと同
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じである場合には、位置判断部１６が、撮像装置２３により撮像された撮像画像に基づい
て、小型電動車両３が自車両２の前方における左側に位置しているか右側に位置している
かを判断する（ステップＳ６）。この判断はステップＳ３における判断と同様に行うこと
ができる。
【００５４】
　位置判断部１６による判断の結果、小型電動車両３が自車両２の前方における左側に位
置している場合には、次に、挙動判断部１７が、撮像装置２３により撮像された小型電動
車両３の撮像画像において、小型電動車両３のフェンダ３５、３６よりも上側に位置する
左右対称の形状を有する構成要素における左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化
、または小型電動車両３のフェンダ３５、３６よりも上側における左右対称の位置に配置
された一対の構成要素のそれぞれの面積変化に基づいて、小型電動車両３が自車両２から
見て右に移動を開始したか否かを判断する。具体的には、挙動判断部１７は、撮像装置２
３により撮像された小型電動車両３の撮像画像において、自車両２から見て、小型電動車
両３の左側のアームレスト５１の面積が右側のアームレスト５１の面積よりも小さくなる
ように変化したか否かを判断する（ステップＳ７）。なお、左側および右側のアームレス
ト５１は、フェンダ３５、３６よりも上側における左右対称の位置に配置された一対の構
成要素に当たる。
【００５５】
　自車両２の前方において自車両２と同じ向きに走行または停止している小型電動車両３
が自車両２から見て右に移動を開始した場合には、撮像装置２３により撮像された小型電
動車両３の撮像画像において、自車両２から見て小型電動車両３の左側のアームレスト５
１の面積が右側のアームレスト５１の面積よりも小さくなるように変化する。したがって
、自車両２から見て小型電動車両３の左側のアームレスト５１の面積が右側のアームレス
ト５１の面積よりも小さくなるように変化したことに基づいて、小型電動車両３が自車両
２から見て右に移動を開始したことを認識することができる。
【００５６】
　撮像装置２３により撮像された小型電動車両３の撮像画像において、左側のアームレス
ト５１の面積は、図７中の破線で囲った部分ＡＬに相当する部分の面積であり、右側のア
ームレスト５１の面積は、図７中の破線で囲った部分ＡＲに相当する部分の面積である。
挙動判断部１７は、例えば、撮像装置２３により撮像された小型電動車両３の撮像画像に
おいて、図７中の部分ＡＬに相当する部分の面積値から図７中の部分ＡＲに相当する部分
の面積値を引き、それにより今回得られた値と、今回と同じステップを経て前回得られた
値とを比較する。その結果、今回得られた値が前回得られた値よりも所定量以上減少した
場合に、自車両２から見て小型電動車両３の左側のアームレスト５１の面積が右側のアー
ムレスト５１の面積よりも小さくなるように変化したと判断する。
【００５７】
　また、ステップＳ６における位置判断部１６による判断の結果、小型電動車両３が自車
両２の前方における右側に位置している場合には、挙動判断部１７が、撮像装置２３によ
り撮像された小型電動車両３の撮像画像において、小型電動車両３のフェンダ３５、３６
よりも上側に位置する左右対称の形状を有する構成要素における左側部分および右側部分
のそれぞれの面積変化、または小型電動車両３のフェンダ３５、３６よりも上側における
左右対称の位置に配置された一対の構成要素のそれぞれの面積変化に基づいて、小型電動
車両３が自車両２から見て左に移動を開始したか否かを判断する。具体的には、挙動判断
部１７は、撮像装置２３により撮像された小型電動車両３の撮像画像において、自車両２
から見て、小型電動車両３の左側のアームレスト５１の面積が右側のアームレスト５１の
面積よりも大きくなるように変化したか否かを判断する（ステップＳ８）。
【００５８】
　自車両２の前方において自車両２と同じ向きに走行または停止している小型電動車両３
が自車両２から見て左に移動を開始した場合には、撮像装置２３により撮像された小型電
動車両３の撮像画像において、自車両２から見て小型電動車両３の左側のアームレスト５
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１の面積が右側のアームレスト５１の面積よりも大きくなるように変化する。したがって
、自車両２から見て小型電動車両３の左側のアームレスト５１の面積が右側のアームレス
ト５１の面積よりも大きくなるように変化したことに基づいて、小型電動車両３が自車両
２から見て左に移動を開始したことを認識することができる。
【００５９】
　挙動判断部１７は、例えば、撮像装置２３により撮像された小型電動車両３の撮像画像
において、図７中の部分ＡＬに相当する部分の面積値から図７中の部分ＡＲに相当する部
分の面積値を引き、それにより今回得られた値と、今回と同じステップを経て前回得られ
た値とを比較する。その結果、今回得られた値が前回得られた値よりも所定量以上増加し
た場合に、自車両２から見て小型電動車両３の左側のアームレスト５１の面積が右側のア
ームレスト５１の面積よりも大きくなるように変化したと判断する。
【００６０】
　挙動判断部１７による判断の結果、（ａ）自車両２の前方左側に自車両２の向きと逆向
きに走行または停止している小型電動車両３の撮像画像において、自車両２から見て小型
電動車両３のハンドル４４の右側部分の面積がハンドル４４の左側部分の面積よりも小さ
くなるように変化した場合（ステップＳ４：ＹＥＳ）、（ｂ）自車両２の前方右側に自車
両２の向きと逆向きに走行または停止している小型電動車両３の撮像画像において、自車
両２から見て小型電動車両３のハンドル４４の右側部分の面積がハンドル４４の左側部分
の面積よりも大きくなるように変化した場合（ステップＳ５：ＹＥＳ）、（ｃ）自車両２
の前方左側に自車両２と同じ向きに走行または停止している小型電動車両３の撮像画像に
おいて、自車両２から見て小型電動車両３の左側のアームレスト５１の面積が右側のアー
ムレスト５１の面積よりも小さくなるように変化した場合（ステップＳ７：ＹＥＳ）、ま
たは（ｄ）自車両２の前方右側に自車両２と同じ向きに走行または停止している小型電動
車両３の撮像画像において、自車両２から見て小型電動車両３の左側のアームレスト５１
の面積が右側のアームレスト５１の面積よりも大きくなるように変化した場合（ステップ
Ｓ８：ＹＥＳ）には、警報装置２５が警報を発し、または走行制御装置２７が自車両２を
減速または停止させる（ステップＳ９）。
【００６１】
　すなわち、上記（ａ）の場合は、自車両２の前方左側に自車両２の向きと逆向きに走行
または停止している小型電動車両３が自車両２から見て右に移動を開始し、道路１の中央
側に寄り始めた状態である。また、上記（ｂ）の場合は、自車両２の前方右側に自車両２
の向きと逆向きに走行または停止している小型電動車両３が自車両２から見て左に移動を
開始し、道路１の中央側に寄り始めた状態である（図１参照）。また、（ｃ）自車両２の
前方左側に自車両２と同じ向きに走行または停止している小型電動車両３が自車両２から
見て右に移動を開始し、道路１の中央側に寄り始めた状態である（図２参照）。また、（
ｄ）自車両２の前方右側に自車両２と同じ向きに走行または停止している小型電動車両３
が自車両２から見て左に移動を開始し、道路１の中央側に寄り始めた状態である。小型電
動車両が道路１の中央側に寄り始めると、自車両２と小型電動車両３との接触または急接
近の危険性が高まる。このような状態が認識されたとき、自車両２が手動運転車両である
場合には、警報装置２５が警報を発し、上記危険性が高まったことを自車両２の運転者に
知らせる。また、上述したような状態が認識されたとき、自車両２が自動運転車両である
場合には、警報装置２５が警報を発し、かつ走行制御装置２７が、自車両２と小型電動車
両３との接触または急接近が回避されるように自車両２を減速または停止させる。
【００６２】
　以上で運転支援処理は終了するが、例えば、警報を発してから一定時間経過後、自車両
２が減速から加速に転じた後、または自車両２が停止してから発進した後に、運転支援処
理がステップＳ１から再び実行される。一方、上記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）
のいずれでもない場合には、運転支援処理はステップＳ１へ戻る。
【００６３】
　以上説明した通り、本発明の実施例の運転支援装置１１における車両挙動認識装置１２
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は、自車両２の前方において自車両２の向きと逆向きに走行または停止している小型電動
車両３の撮像画像において、小型電動車両３のハンドル４４における左側部分および右側
部分のそれぞれの面積変化に基づいて、小型電動車両３が右または左に移動を開始したか
否かを判断する。ハンドル４４は、小型電動車両３のフェンダ３５、３６よりも上側に位
置する左右対称の形状を有する構成要素に当たる。小型電動車両３において、フェンダ３
５、３６よりも上側に位置する構成要素は外部に露出しているため撮像し易い。また、左
右対称の形状を有する構成要素は、その左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化、
すなわち、左側部分の面積が右側部分の面積よりも大きくなるように変化しているか、ま
たは左側部分の面積が右側部分の面積よりも小さくなるように変化しているかを認識し易
い。したがって、ハンドル４４における左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化に
基づいて、小型電動車両３が右または左に移動を開始したことを容易かつ高精度に認識す
ることができる。
【００６４】
　また、本発明の実施例の運転支援装置１１における車両挙動認識装置１２は、自車両２
の前方において自車両２の向きと同じ向きに走行または停止している小型電動車両３の撮
像画像において、小型電動車両３の一対のアームレスト５１のそれぞれの面積変化に基づ
いて、小型電動車両３が右または左に移動を開始したか否かを判断する。一対のアームレ
スト５１は、小型電動車両３のフェンダ３５、３６よりも上側における左右対称の位置に
配置された一対の構成要素に当たる。小型電動車両３において、フェンダ３５、３６より
も上側に位置する構成要素は外部に露出しているため撮像し易い。また、左右対称の位置
に配置された一対の構成要素は、それぞれの面積変化、すなわち、一対の構成要素におい
て左側の構成要素の面積が右側の構成要素の面積よりも大きくなるように変化しているか
、または一対の構成要素において左側の構成要素の面積が右側の構成要素の面積よりも小
さくなるように変化しているかを認識し易い。したがって、一対のアームレスト５１のそ
れぞれの面積変化に基づいて、小型電動車両３が右または左に移動を開始したことを容易
かつ高精度に認識することができる。
【００６５】
　また、小型電動車両３において、ハンドル４４だけでなく、荷籠４７、ヘッドライト３
７、座部４９および背もたれ部５０も、フェンダ３５、３６よりも上側に位置する左右対
称の形状を有する構成要素に当たる。荷籠４７、ヘッドライト３７、座部４９または背も
たれ部５０の左側部分および右側部分のそれぞれの面積変化に基づいても、小型電動車両
３が右または左に移動を開始したことを容易かつ高精度に認識することができる。また、
小型電動車両３において、一対のアームレスト５１だけでなく、一対のバックミラー４６
、一対のハンドルグリップ４５および一対のウインカランプ３８も、フェンダ３５、３６
よりも上側における左右対称の位置に配置された一対の構成要素に当たる。一対のバック
ミラー４６、一対のハンドルグリップ４５または一対のウインカランプ３８のそれぞれの
面積変化に基づいても、小型電動車両３が右または左に移動を開始したことを容易かつ高
精度に認識することができる。また、小型電動車両３において、フェンダ３５、３６より
も上側に位置する左右対称の形状を有する複数の構成要素およびフェンダ３５、３６より
も上側における左右対称の位置に配置された複数組の構成要素のうち、いくつか複数の構
成要素を選択し、これら選択した複数の構成要素の左、右のそれぞれの面積変化に基づい
ても、小型電動車両３が右または左に移動を開始したことを容易かつ高精度に認識するこ
とができる。
【００６６】
　また、本発明の実施例の運転支援装置１１における車両挙動認識装置１２によれば、撮
像装置２３のみにより、すなわちレーダ等の高価な装置を利用することなく、小型電動車
両３の挙動を容易かつ高精度に認識することができる。したがって、小型電動車両３の挙
動認識を安価に実現することができる。
【００６７】
　また、本発明の実施例の運転支援装置１１における車両挙動認識装置１２によれば、高
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齢者の行動予測が困難である場合でも、高齢者が運転する小型電動車両３の挙動を高精度
に認識することができる。すなわち、高齢者は、一般に、小型電動車両を右または左に移
動させる際にウインカを出し忘れることが多く、または移動方向とは逆の方向のウインカ
を出すおそれもある。また、高齢者は、注意力の低下により、自車両の接近に気付かず、
周囲の確認をすることなく、小型電動車両を自車両に接近する方向へ突然発進させるおそ
れがある。また、高齢者は、運動能力の低下により、自車両の接近を察知しても、小型電
動車両を素早く路肩側へ寄せることができない場合がある。このように、高齢者の行動は
、高齢でない成人の行動と比較して予測し難い。本発明の実施例の運転支援装置１１にお
ける車両挙動認識装置１２によれば、小型電動車両３の運転者４の行動予測を利用せずに
、小型電動車両３の撮像画像に基づいて小型電動車両３の挙動を認識するので、行動を予
測し難い高齢者が運転する小型電動車両の挙動を高精度に認識することができる。
【００６８】
　また、本発明の実施例の運転支援装置１１における車両挙動認識装置１２は、撮像装置
２３により撮像された撮像画像に基づいて小型電動車両３が自車両２の前方における左側
に位置しているか右側に位置しているかを判断する。これにより、道路１の左側から中央
側へ移動を開始した小型電動車両３、または道路１の右側から中央側へ移動を開始した小
型電動車両３を認識することができる。
【００６９】
　また、本発明の実施例の運転支援装置１１における車両挙動認識装置１２は、自車両２
の前方の所定距離範囲内に小型電動車両３が存在するか否かを判断する。そして、上記所
定距離範囲の閾値は、自車両２が安全に停止することができる距離に設定されている。こ
れにより、車両挙動認識装置１２は、小型電動車両３から、自車両２が安全に停止するこ
とができる距離離れた位置で、小型電動車両３が道路の中央側へ移動を開始したことを認
識することができる。そして、このような認識に応じて警報を発し、または自車両２を減
速もしくは停止させることで、自車両２が小型電動車両３に接触または急接近することを
確実に防止することができる。
【００７０】
　また、本発明の実施例の運転支援装置１１を手動運転車両である自車両２に適用した場
合には、自車両２の前方を走行する小型電動車両３が道路１の中央側へ移動を開始したと
きに警報を発することにより、小型電動車両３が道路１の中央側へ移動を開始したことを
運転者に知らせることができる。これにより、運転者は、自車両２と小型電動車両３との
接触または急接近を回避すべく、自車両２を減速または停止させることができる。また、
本発明の実施例の運転支援装置１１を自動運転車両である自車両２に適用した場合には、
自車両２の前方を走行する小型電動車両３が道路１の中央側へ移動を開始したときに、自
車両２を自動的に減速または停止させることができる。これにより、自車両２と小型電動
車両３との接触または急接近が自動的に回避される。いずれの場合でも、本発明の実施例
の運転支援装置１１によれば、市街地や田舎道等を走行する小型電動車両３の数が増加し
た場合でも、自車両２と小型電動車両３との接触や急接近を防止することができ、予防安
全を図ることができる。
【００７１】
　なお、上述した実施例では、車両挙動認識装置１２により、自車両２の前方において走
行または停止している小型電動車両３が道路１の左側または右側から道路１の中央側へ移
動を開始したことを認識する場合を例に挙げたが、車両挙動認識装置１２の向き判断部１
５および挙動判断部１７の判断結果に基づき、自車両２の前方において道路１の中央から
道路１の左側または右側へ移動を開始したことを認識するようにしてもよい。また、向き
判断部１５および挙動判断部１７の判断結果に基づき、自車両２の前方を走行している小
型電動車両３が道路１と交差する他の道路に向かって曲がり始めたことを認識するように
してもよい。
【００７２】
　また、上述した実施例では、撮像装置２３による撮像画像に基づいて自車両２の前方の
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所定距離範囲内に小型電動車両３が存在するか否かを判断することとしたが、自車両２と
小型電動車両３との間の距離をレーダで測定し、その測定結果に基づいて自車両２の前方
の所定距離範囲内に小型電動車両３が存在するか否かを判断してもよい。
【００７３】
　また、上述した実施例の運転支援装置１１を自動運転車両である自車両２に適用した場
合には、車両挙動認識装置１２の認識結果に応じ、自車両２の操舵を自動的に制御して自
車両２と小型電動車両３との接触または急接近を回避するようにしてもよい。
【００７４】
　また、本発明は、請求の範囲および明細書全体から読み取ることのできる発明の要旨ま
たは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う車両挙動認識装置
および運転支援装置もまた本発明の技術思想に含まれる。
【符号の説明】
【００７５】
　２　自車両
　３　小型電動車両
　１１　運転支援装置
　１２　車両挙動認識装置
　１３　演算処理装置
　１４　存在判断部
　１５　向き判断部
　１６　位置判断部
　１７　挙動判断部
　２３　撮像装置
　２５　警報装置
　２７　走行制御装置
　３５　フロントフェンダ
　３６　リアフェンダ
　４４　ハンドル
　４５　ハンドルグリップ
　４６　バックミラー
　４７　荷籠
　４８　シート
　４９　座部
　５０　背もたれ部
　５１　アームレスト
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